
東
区
役
所
か
ら�（

７４１
）２
４
０
０

■
一
日
特
別
行
政
相
談

１０
月
２０
日
�
〜
２６
日
�
の
「
行

政
相
談
週
間
」
に
ち
な
ん
で
、
行

政
相
談
委
員
を
は
じ
め
と
し
た
専

門
相
談
員
に
よ
る
特
別
相
談
を
無

料
で
行
い
ま
す
。

内
容
行
政
相
談
、
心
配
ご
と
相
談
、

家
庭
生
活
相
談
、
人
権
に
関
す
る

相
談
（
人
権
擁
護
委
員
）、
法
律

相
談
（
司
法
書
士
）。

日
時
・
会
場
１０
月
２１
日
�
午
前
１０

時
〜
午
後
４
時
。
東
区
民
セ
ン
タ

ー
３
階「
視
聴
覚
室
」。
予
約
不
要
。

詳
細
総
務
企
画
課
広
聴
係

■
見
学
会
参
加
者
募
集

実
施
日
・
コ
ー
ス
１１
月
６
日
�
。

札
幌
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

〜
豊
平
公
園
緑
の
セ
ン
タ
ー
〜
白

石
清
掃
工
場
。

見
学
時
間
午
前
１０
時
〜
午
後
３
時
。

東
区
民
セ
ン
タ
ー
発
着
（
途
中
下

車
不
可
）。

対
象
東
区
在
住
の
方
。

定
員
５０
人
（
多
数
時
抽
選
）。

費
用
無
料
（
昼
食
・
有
料
施
設
の

利
用
料
な
ど
は
各
自
負
担
）。

申
込
往
復
は
が
き
に
①
実
施
日
、

②
参
加
希
望
者
全
員（
３
人
ま
で
）

の
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
電
話
番

号
を
明
記
し
て
送
付
。
１
人
（
１

グ
ル
ー
プ
）
１
通
の
み
有
効
。

締
切
１０
月
２３
日
�
。
当
日
消
印
有

効
。

申
込
・
詳
細
総
務
企
画
課
広
聴
係

〒
０６５
―

８６１２
東
区
北
１１
条
東
７
丁
目

■
東
区
少
年
少
女
相
撲
大
会

日
時
１１
月
１６
日
�
午
前
９
時
３０
分

〜
午
後
３
時
（
午
前
８
時
４５
分
受

け
付
け
開
始
）。

会
場
東
区
体
育
館
。

対
象
東
区
在
住
の
小
学
生
。

競
技
方
法
個
人
戦
・
団
体
戦
と
も

に
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
方
式
。

【
個
人
戦
】
男
女
別
・
学
年
ご
と
。

【
団
体
戦
】
監
督
１
人
、４
〜
６
年

生
各
１
人
の
計
４
人
で
１
チ
ー
ム
。

参
加
料
無
料
。

申
込
１１
月
４
日
�
〜
１４
日
�
に
電

話
ま
た
は
直
接
申
し
込
み
。

申
込
・
詳
細
地
域
振
興
課
地
域
活

動
係

■
市
税
の「
夜
間
・
休
日
納
税
相
談
」

平
日
の
日
中
に
来
庁
で
き
な
い

方
を
対
象
に
、
夜
間
お
よ
び
休
日

の
特
別
納
税
相
談
を
行
い
ま
す
の

で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
な
お
、
当

日
来
庁
が
困
難
な
方
は
、
電
話
で

の
相
談
も
受
け
付
け
ま
す
。

夜
間
相
談
日
１０
月
３０
日
�
、
３１
日

�
の
２
日
間
。
い
ず
れ
も
午
後
５

時
３０
分
か
ら
８
時
ま
で
。

休
日
相
談
日
１１
月
１
日
�
午
前
９

時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
。

場
所
東
区
役
所
納
税
課（
２
階
３

番
窓
口
）。

そ
の
他
夜
間
（
午
後
５
時
１５
分
以

降
）、
休
日
は
東
区
民
セ
ン
タ
ー

の
入
り
口
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

詳
細
納
税
課

■
保
険
料
の
納
付
を
忘
れ
ず
に

１０
月
は
、
国
民
健
康
保
険
料
第

５
期
の
納
期
（
納
期
限
１０
月
３１
日

�
）
で
す
。
保
険
料
は
、
皆
さ
ん

の
医
療
費
に
使
う
た
め
の
大
切
な

財
源
で
す
。
忘
れ
ず
に
納
期
内
に

納
め
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
失
業
・
倒
産
・
災
害
と

い
っ
た
事
情
に
よ
っ
て
納
期
内
に

納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
納
付
の

方
法
に
つ
い
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

夜
間
・
休
日
も
相
談
日
を
設
け
て

い
ま
す
。

夜
間
相
談
日
１０
月
２３
日
�
、
２８
日

�
の
２
日
間
。
い
ず
れ
も
午
後
８

時
ま
で
。

休
日
相
談
日
１０
月
２６
日
�
午
前
１０

時
か
ら
午
後
３
時
ま
で
。

そ
の
他
夜
間
（
午
後
５
時
１５
分
以

降
）、
休
日
は
東
区
民
セ
ン
タ
ー

の
入
り
口
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

詳
細
保
険
年
金
課
収
納
係

東
区
体
育
館
か
ら

�（
７５１
）５
２
５
０

■
無
料
開
放
の
お
知
ら
せ

１０
月
１３
日
�
（
体
育
の
日
）
は
、

全
時
間
帯
無
料
開
放
し
ま
す
。

種
目
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
、
卓
球
、
バ

ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
（
シ
ュ
ー
ト
練

習
程
度
）、
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
、
格

技
室
（
自
由
開
放
）、
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
室
（
中
学
生
以
下
は
利
用
で

き
ま
せ
ん
）。

そ
の
他
用
具
を
無
料
で
貸
し
出
し

ま
す
が
、
数
に
限
り
が
あ
り
ま
す

の
で
な
る
べ
く
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

■
休
館
の
お
知
ら
せ

１１
月
１０
日
�
は
、
施
設
整
備
日

の
た
め
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

■東区役所 �７４１－２４００
〒０６５―８６１２ 北１１条東７丁目
／地下鉄「東区役所前駅」下車
■東区土木センター �７８１－３５２１
〒０６５―００３３ 北３３条東１８丁目
／地下鉄「新道東駅」下車
■東保健センター �７１１－３２１１
〒０６５―００１０ 北１０条東７丁目
／地下鉄「東区役所前駅」下車
■東清掃事務所 �７８１－６６５３
〒００７―０８８０ 丘珠町８７３－１
／中央バス栄２１（栄町駅発）「三井寮」下車
■東区民センター �７４２－５５００
〒０６５―００１１ 北１１条東７丁目
／地下鉄「東区役所前駅」下車
■ふしこ地区センター �７８５－６３２３
〒００７―０８７１ 伏古１１条３丁目
／市バス東６８（環状通東駅発）
東７８（新道東駅発）「伏古１０条３」下車

■栄地区センター �７０４－６００５
〒００７―０８３６ 北３６条東８丁目
／中央バス東１７（東保健センター前発）
東８７（北２４条駅発）「北３７東８」下車

■苗穂・本町地区センター �７８４－７８３３
〒０６５―００４２ 本町２条７丁目
／市バス東６２ほか（環状通東駅発）
「本町２条６」下車

■元町図書館 �７８４－０８４１
〒０６５―００３０ 北３０条東１６丁目
／地下鉄「新道東駅」下車
■東区体育館 �７５１－５２５０
〒０６５―００２７ 北２７条東１４丁目
／地下鉄「元町駅」下車
■東区社会福祉協議会 �７４１－６４４０
〒０６５―００１１ 北１１条東７丁目（東区民センター内）
／地下鉄「東区役所前駅」下車

毎週月曜
午前１０時～午後４時

毎週火～金曜
午前１０時～午後４時

毎週火曜
午後１時～４時

毎週水曜
午前９時３０分～午後４時

１１／７�
午前１０時～午後４時

毎月第２・４月曜
相談日当日の午前９時か
ら電話で予約受け付け
（定員８人、先着順）。相
談は午後から１人２０分程
度、時間は指定します。

消費生活
（消費生活相談員）

家庭生活
（家庭生活カウンセラー）

行 政
（行政相談委員）

交通事故
（交通事故相談員）

国 税
（税務相談官）

法 律
（弁護士）

区役所特別相談のご案内 �７４１－２４００
祝日は行っていません。

お知らせ広場
東区の人口・世帯数（平成１５年９月１日現在）
人 口 ２５１，５５４人（前月比＋１３６）
男 １２１，７２８人 女 １２９，８２６人

世帯数 １１３，５４３世帯（前月比＋１２９）

東区内の主な施設所在地

１０月１１日～１１月１０日

66東区22000033――��――広広報報ささっっぽぽろろ


